
学術研究助成基金補助金交付要綱 

 

                              平成２３年４月２８日 

                              文 部 科 学 大 臣 決 定 

 

（通則） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会法（平成 14 年法律第 159 号。以下「法」という。）

第 18 条第４項の規定に基づく学術研究助成基金補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）

及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255

号。以下「施行令」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）に、

法第 15 条第１号に基づき振興会が行う学術研究の助成及びこれに附帯する業務を実

施するための基金を造成し、当該基金を活用することを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、振興会が法第 18 条第１項に規定する学術研究助成基金（以下

「基金」という。）の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要な経費を補助

の対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象

経費の支出予定額とを比較して尐ない方の額とする。 

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

当該年度予算額 振興会の基金の造成に要する経費 

 

（申請手続等） 

第５条 振興会は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式(1)による交付申

請書を文部科学大臣（以下「大臣」という。）に提出しなければならない。 

２ 振興会は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、あらかじめ、別紙様式(2)

の基金により行う助成事業の計画書を大臣に提出し、承認を得なければならない。  



 

（交付決定の通知） 

第６条  大臣は、前条及び第８条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容

を審査の上、速やかに交付決定を行い、別紙様式(3)による交付決定通知書を振興会

に送付するものとする。  

 

（交付の条件） 

第７条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 事業内容の変更をする場合には、大臣の承認を受けなければならない。 

二 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。 

三 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

四 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、法第 18 条第１項に定める基金の

目的に反して、基金を取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

五 基金により行う助成事業については、大臣が財務大臣と協議して定める基本方針

に基づいて行わなければならない。 

六 研究者からの振興会への申請その他この基金により行う助成事業に関する細目

は、振興会において定める取扱要領によるものとする。振興会は、取扱要領を定め

るに当たっては、大臣に協議するものとする。 

七 振興会は、法第 21 条第 1 項の規定に基づき、基金により行う学術研究助成業務

の収支の状況及び基金から交付した助成金の執行の状況等について毎年度報告書

を作成し、大臣に提出しなければならない。 

八 振興会は、基金により行う助成事業の適正な執行を図るため必要があると認める

ときは、研究者から報告を受け又は実地に調査し、若しくは指導するものとし、そ

の結果を大臣に報告するものとする。また、基金から交付した助成金の不正な使用

が明らかになった場合（不正な使用が行われた疑いがある場合を含む）には、速や

かに調査を実施し、その結果を大臣に報告するものとする。 

九 振興会は、基金により行う助成に係る審査、評価及び分析を行う事業を遂行する

ため契約を締結し、支払いを行う場合は、国の契約及び支払いに関する規定の趣旨

に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的な使用に努め

なければならない。 

十 振興会は、基金により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図

らなければならない。取得財産等を処分することにより、相当の利益があった場合

には、基金に充てるものとする。 

十一 振興会が、基金による事業の成果により相当の利益を得た場合には、基金に充



てるものとする。 

 

（変更申請手続） 

第８条 振興会は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式(4)による変更交付申請書を大臣に提出

しなければならない。 

 

（調査及び報告等） 

第９条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、振興会に対し

て報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第 10 条  振興会は、事業が完了した日から 30日を経過した日（事業の廃止の承認を受

けた場合には、廃止の承認があった日から 30 日を経過した日）又は補助金の交付の

決定をした会計年度の翌会計年度の４月 10 日のいずれか早い日までに、別紙様式(5)

による事業実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 11 条  大臣は、前条の報告を受けた場合に、事業実績報告書の審査及び必要に応じ

て調査を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、振興会に通

知するものとする。 

２ 大臣は、振興会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を

命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（交付決定の取消等） 

第 12 条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合

には、第６条の交付の決定の全部若しくは一部を取消又はその内容若しくはこれに付

した条件を変更することができる。 

一 振興会が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指

示に違反した場合 

二 振興会が補助金を事業以外の用途に使用した場合 



三 振興会が事業に関し不正、その他不適当な行為をした場合 

四 交付の決定後生じた事情により、事業の全部又は一部を継続する必要が無くなっ

た場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を附して当該補助金の全部又は一部の返還を命

ずるものとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付

の日までの期間に応じて、年利 10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ず

るものとする。ただし、第１項第４号に掲げる場合は除くものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金について、期限内に納付がない場

合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（帳簿関係書類等の整備） 

第 13 条 振興会は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を、交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければなら

ない。 

 

（その他） 

第 14 条  この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、そ

の都度定めるものとする。 

 

附則 

この要綱は平成 23 年４月 28 日から施行する。 


